
大柿中学校ＰＴＡ規約 

 

第１章 名称 

第１条 本会は、大柿中学校ＰＴＡと称し、事務局を同校内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第２条 本会は、家庭と学校の関係をいっそう密にし、保護者と教職員が協力して、中学校

教育の振興を図り、生徒の福祉を増進するとともに、家庭教育及び社会教育の振興を

企画し、中学校教育の万全を期することを目的とする。 

 

第３条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 

１ 家庭・学校及び社会における生徒の福祉の増進 

２ 生徒の教育的環境の整備と充実 

３ 生徒の体育・文化活動の助長促進 

４ 生徒の保健衛生及び厚生事業 

５ 生徒の生活補導及びリーダー育成への協力 

６ 地域における社会教育の振興援助 

７ 会員相互の親睦及び教養に資するための事業   

８ その他、本会の目的を達するために必要な事業 

 

第４条 会員は、本校生徒の保護者及び本校教職員とする。 

 

第３章 役員及び委員 

第５条 本会に、次の役員及び委員を置く。 

１ 会長１名 

２ 副会長３名（女性を１名以上） 

３ 書記１名 

４ 会計１名 

５ 顧問若干名 

６ 監査委員３名（各学年から１名） 

   ７ 学級委員各学級から６名（※生徒数によってはその限りではない） 

８ 専門委員は各学級委員があたる 

９ 教職員若干名 

 

第６条 役員及び委員の職務は次の通りとする。 

１ 会長は、本会を代表して、会務を総括する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これに代わる。 

３ 書記は、総会及び役員会・全体委員会・実行委員会の議事を記録し、本会の庶務

を行う。 

４ 会計は、本会の会計事務一切を行い、総会において報告する。 

５ 顧問は各種会議に出席し、本会に協力する。 

６ 監査委員は本会の事業を一切監視し、その結果を総会において報告する。 

７ 学級委員は、各学級経営に協力する。 

８ 専門委員は、各専門委員会の事業を立案し、実行委員会・役員会に諮り、事業の

遂行にあたる。 



９ 校長・教頭は、全ての会に出席して、意見を述べることができる。 

 

第７条 役員・委員の任期は、次の通りとする。 

１ 会長の任期は１ヵ年とし、再任を妨げないが、２年を限度とする。但し、本人が

希望をする場合にはこの限りでない。 

また、その世帯からは、その他の役員・委員になることを薦めないものとする。 

２ その他の役員・委員の任期は１ヵ年とし、再任を妨げない。 

 

第８条 役員及び委員の選出は、次の通りとする。 

１ 会長は前年度の専門委員会・実行委員会で１名会長候補を推薦し、全体委員会で

選出された者を、総会で承認し、決定する。 

２ 副会長は前年度の専門委員会・実行委員会で、男女で３名の副会長候補を推薦し、

全体委員会で選出された者を総会で承認し、決定する。 

３ 書記・会計は、教職員より選出し、会長がこれを委嘱する。 

４ 顧問は、前会長（ＰＴＡの元会員）や会長経験者や学校長とし、役員会において選

出し、会長がこれを委嘱する。 

５ 監査委員は各学年で１名を選出し、会長がこれを委嘱する。 

６ 学級委員は学級ごとに６名選出する。 

７ 専門委員は学級委員で構成する。但し、必要に応じて、全体委員会で会員中より

選出し、会長がこれを委嘱する。 

８ 学級委員長は、学級委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。 

９ 学年委員長は、学級委員長の互選よって選出し、会長がこれを委嘱する。 

10 専門委員長は、各専門委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。 

11 会長・副会長は学級委員を兼ねることができる。  

12 各委員会担当教職員は若干名選出し、会長がこれを委嘱する。 

13 役員等候補の推薦の際、会長は選考委員会を設置することができる。 

 

第４章 会議 

第９条 会務を円滑に期するために、総会・役員会・実行委員会・全体委員会学年委員会・

学級委員会・専門委員会を設ける。また、必要に応じて特別委員会を設けることがで

きる。 

 

第 10条 総会は年１回これを開き、会長がこれを召集する。但し必要と認めた場合は、臨時

総会を開くことができる。 

 

第 11条  会議の議長は、次の通りとする。 

１ 役員会・実行委員会・全体委員会の議長は会長がこれにあたる。 

２ 総会の議長は会員の中からこれを選出する。但し、場合によっては、会長の指名

した会員がこれにあたる。 

 

第 12条 総会は次の事項を協議する。 

１ 規約の制定・改正に関すること  

２ 役員選挙に関すること 

３ 決算承認に関すること 

４ 年間事業計画及び予算に関すること 



５ その他、必要と認められた事項  

 

第 13条 役員会は会長・副会長・書記・会計で構成し、次の事項を協議する。 

１ 本運営の重要事項に関すること 

２ 顧問の委嘱に関すること 

３ その他緊急事項に関すること 

 

第 14条 全体委員会は、会長・副会長・書記・会計・学級委員で構成し、総会に次ぐ議決機

関であって、本会の運営及び計画について協議承認する。 

 

第 15条  実行委員会は会長・副会長・各学年委員長・各専門委員長で構成し、次の事項を協

議する。 

１ 本会運営の重要事項に関すること 

２ 顧問の委嘱に関すること 

３ その他緊急事項に関すること 

 

第 16条 学級委員長は次の重要事項を協議する。 

１ 学級の運営及び計画、その他諸問題に関すること 

２ 学年委員会への議題提出に関すること 

３ その他必要と認められた事項 

 

第 17条 学年委員会は次の事項を協議する。 

１ 学年の運営及び計画、その他諸問題に関すること 

２ 全体委員会への議題提出に関すること 

３ その他必要と認められた事項 

 

第 18条 専門委員会は次のように設ける。 

１ 研修委員会・・研修会、懇談会、講演会等の企画運営に携わる。さらに、各種検

定を実施する。 

２ 厚生委員会・・生徒の保健衛生・学校の環境整備及び一般福祉に関する事業の企

画運営に携わる。そして、この趣旨に沿って、体育・文化クラブを設けることがで

きる。また、運営については、別に定める細則による。 

３ 広報委員会・・ＰＴＡ新聞等の広報活動の企画運営にあたる。 

 

第 19条  総会・役員会及び各委員会の決議は出席者の過半数の承認を必要とする。 

 

第 20条  全ての会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。 

 

第５章 会計 

第 21条 本会の経費は、会費・事業収入及び寄付金の収入によってこれを充てる。 会費は、

１世帯につき３５０円とし、毎月納入する。但し、１年分または、数ヶ月分を前納

しても差し支えない。特別の事情がある場合は、会費を軽減することができる。 

 

第 22条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 



第 23条 部活動の練習試合において、スクールバス（江田島バス）または公共交通機関（遠

距離は除く）を利用する場合、スクールバス等の費用の半額は江田島市補助金より

支出し、自己負担額を１，０００円とする。不足額はＰＴＡ会計より支出する。 

 

第６章 付則 

各事項の運営を円滑にするために、必要のある場合は、別に細則を定めることができる。 

 

会計執行規則 

第１条 会計監査は、予算に伴い執行された支出行為について、年度末に、会長を含め、年

度始めに決定された監査委員によって監査し、総会において承認を得るものとする。 

 

慶弔規定 

第１条 

１ 会員死亡の場合は、香価５，０００円を献供し、代表者が会葬する。 

２ 生徒死亡の場合は、香価５，０００円を献供し、代表者が会葬する。 

３  遠距離の場合は弔電で弔意を表す。 

 

第２条 生徒の疾病または傷害で１ヶ月以上の入院に限り、見舞金５，０００円を贈る。 

 

第３条 学校教職員の転退職の場合、１年目２，０００円それに１年増すごとに、 

１，０００円を加えた額を記念品として贈る。 

 

第４条 その他，必要と認めた場合は，合意によって決定する。 

 

表彰規定 

第１条 会長、副会長が退任する場合は、感謝状・記念品を贈呈する。 

 

第２条 その他、必要と認めた場合は、合意によって決定する。 

 

第３条 本校生徒及び卒業生の各種大会の出場や優秀な成績を残した場合の横断幕

の設置は次のとおり定める。 

   １ 本校生徒が中国大会以上の大会に出場する場合 

   ２ 本校卒業生（高校生）が全国大会に出場する場合 

   ３ 本校生徒（卒業生を含む）が全国大会等で優勝等の優秀な成績を残した 

場合 

   ４ その他、役員会が必要と認めた場合 

 

細  則 

クラブ活動 

１項 クラブは入会を希望する会員で構成する。 

２項 クラブに部長を置く。必要に応じて副部長、その他の役員を置くことができる。 

３項 クラブは取り決めた趣旨に沿って部長が運営する。会長はクラブ運営に関して助言す

ることができる。 

４項 クラブ運営の予算は本会の補助及びクラブの同意を得て、特別会費（部費）を徴収す

ることができる。 



 

昭和５７年 ４月 １日制定 

平成 ３年  ４月２７日改正 

平成 ４年 ４月２５日改正 

平成 ５年 ５月  １日改正 

平成 ８年 ４月２１日改正  

平成１１年 ４月１８日改正 

平成１２年 ４月２３日改正 

平成１３年 ４月２２日改正 

平成１４年 ４月２０日改正 

平成１５年 ４月１９日改正 

平成１９年 ４月１４日改正 

平成２１年 ４月２５日改正 

平成２６年 ４月２７日改正 

平成２７年 ４月２５日改正 

平成２８年 ４月２３日改正 

平成２９年 ４月２２日改正 

令和 ２年 ４月２５日改正 

令和 ３年 ４月２４日改正 

令和 ４年 ４月２３日改正 

令和 ５年 ４月２２日改正 

令和 ８年 ４月１８日改正 


